
 第４７号議案 

 

 

亀岡市介護保険条例の一部を改正する条例の

制定について 

 

 亀岡市介護保険条例（平成１２年亀岡市条例第１５号）の一部を

改正する条例を次のように制定するものとする。 

 

   平成２９年２月２７日提出 

 

             亀 岡 市 長  桂 川 孝 裕 

 

 

亀岡市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

 亀岡市介護保険条例（平成１２年亀岡市条例第１５号）の一部を

次のように改正する。 

 

 附則に次の１条を加える。 

（平成２９年度における保険料率の算定に関する基準に関する特

例） 

第９条 平成２９年度における保険料率は、第３条第１項の規定に

関わらず、同年度の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる

第１号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。 

⑴ 令附則第２０条第１項第１号に掲げる者 ３１，１７６円 

⑵ 令附則第２０条第１項第２号に掲げる者 ４２，０８４円 

⑶ 令附則第２０条第１項第３号に掲げる者 ４６，７６４円 

⑷ 令附則第２０条第１項第４号に掲げる者 ５６，１１２円 

⑸ 令附則第２０条第１項第５号に掲げる者 ６２，３５２円 

⑹ 次のいずれかに該当する者 ７４，８２０円 

ア 平成２９年度における地方税法第２９２条第１項第１３号 
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に規定する合計所得金額（租税特別措置法第３３条の４第１

項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、

第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項

又は第３６条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金

額から特別控除額を控除して得た額とする。以下この項にお

いて同じ。）が１，２００，０００円未満である者であり、

かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこ

の号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない

状態となるもの（令附則第２０条第１項第１号イ（⑴に係る

部分を除く。）、次号イ、第８号イ、第９号イ、第１０号イ

又は第１１号イに該当する者を除く。） 

⑺ 次のいずれかに該当する者 ８１，０４８円 

ア 平成２９年度における合計所得金額が１，２００，０００

円以上１，９００，０００円未満であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこ

の号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない

状態となるもの（令附則第２０条第１項第１号イ（⑴に係る

部分を除く。）、次号イ、第９号イ、第１０号イ又は第１１

号イに該当する者を除く。） 

⑻ 次のいずれかに該当する者 ９３，５２８円 

ア 平成２９年度における合計所得金額が１，９００，０００

円以上２，９００，０００円未満であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこ

の号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない

状態となるもの（令附則第２０条第１項第１号イ（⑴に係る

部分を除く。）、次号イ、第１０号イ又は第１１号イに該当

する者を除く。） 

⑼ 次のいずれかに該当する者 ９９，７５６円 

ア 平成２９年度における合計所得金額が２，９００，０００ 
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円以上４，０００，０００円未満であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこ

の号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない

状態となるもの（令附則第２０条第１項第１号イ（⑴に係る

部分を除く。）、次号イ又は第１１号イに該当する者を除

く。） 

⑽ 次のいずれかに該当する者 １１２，２２４円 

ア 平成２９年度における合計所得金額が４，０００，０００

円以上６，０００，０００円未満であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこ

の号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない

状態となるもの（令附則第２０条第１項第１号イ（⑴に係る

部分を除く。）又は次号イに該当する者を除く。） 

⑾ 次のいずれかに該当する者 １２４，７０４円 

ア 平成２９年度における合計所得金額が６，０００，０００

円以上８，０００，０００円未満であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこ

の号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない

状態となるもの（令附則第２０条第１項第１号イ（⑴に係る

部分を除く。）に該当する者を除く。） 

⑿ 前各号のいずれにも該当しない者 １３７，１７２円 

２ 第３条第２項、第５条及び第１１条の２の規定は、前項の規定

による保険料率の算定について準用する。この場合においては、

第３条第２項中「前項第１号」とあるのは「附則第９条第１項第

１号」と、第５条中「令第３９条」とあるのは「令附則第２０

条」と、第１１条の２中「第３条第１項第５号」とあるのは「附

則第９条第１項第５号」と読み替えるものとする。 

 

   附 則 
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 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 
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亀岡市介護保険条例の一部を改正する条例案要綱 

 

 

１ 介護保険法施行令の一部改正に伴い、平成２９年度の介護保険

料の段階の判定に関する基準について、現行の所得指標である合

計所得金額から、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除

額を控除した額を用いることができる特例を設けること。 

 

２ その他所要の規定整備を図ること。 

 

３ この条例は、平成２９年４月１日から施行すること。 
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